
平成２７年度第 1 回 

吉富町総合教育会議会議録 

 

 

 

 

 

 

 

吉 富 町 



１ 日時及び場所   平成２７年５月２７日（水） 

           開会：10 時１６分 閉会：1１時１６分 

 

２ 開催場所     吉富フォーユー会館３階会議室３ 

 

３ 出席者 

   構成員（６名） 町長・教育委員会 

   出席者     町長  

           教育委員会 守口薫・瀬戸口由美子・寺岡好信・園田陽一 

   欠席者     教育委員会 林あつ子 

   事務局     田中修教務課長・瀬口直美教務課係長 

 

４ 議題 

  ○総合教育会議について 

  ○会議の運営に関し必要な事項を定めることについて 

   ・吉富町総合教育会議設置要綱（案） 

  ○吉富町の教育について 

  ○教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱について 

 

５ 傍聴者      なし 

 

６ 議事の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○事務局  みなさまこんにちは。みなさまにはお忙しい中、吉富町総合教育会議に

ご出席いただきましてありがとうございます。また、日頃から教育行政に対しまし

てご協力をいただきまして重ねてお礼申し上げます。それでは、ただ今から総合教

 

 

 みなさまおはようございます。本日は、吉富町総合教育会議にご出席い

ただきましてありがとうございます。この会議は、本年の４月１日に法律が改正、

適用されまして、初めての会議でございます。私ども行政の首長もこれまでは、教

育関係については、教育委員会のみなさんと協議をする場というのが少なく、お互

い立ち入らないというようなことでありましたが、今回総合的なものについては協

議しましようということであります。行政の責任者としての責任、教育委員会とし

て受け持つ範囲、また、今までは教育委員長と教育長という教育委員会の２人の責

任者がいましたが、新しい法律では、新教育長ということで１人となり、責任の所

在をわかりやすくしたものと思います。そもそもこの改正はどこからきたのか、大

阪市の教育委員会の影響もあったかと考えますが、国会で議論されてこの法律がで

きたわけですから、われわれは、法律ができたから以上は、それに従ってやらなけ

れば法治国家としての維持ができないと思っています。私どもは、法律に基づいて

教育行政をみなさまとともにやっていかなければならない。子ども達にとってはし

くみがどうかわろうが、しっかりした教育をするのがわれわれの仕事、子ども達に

着実な教育をやっていかなければならないのが責務であると思っていますので、今

日は、みなさまの意見を聴きながら、相談をしながら、吉富町の教育がよりよい教

育であるように、そして学力はもちろん、社会のしくみやルールについても身につ

けてもらえるようにがんばっていきたいと思いますので、この総合教育会議はそう

いう考えのもとに進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

○事務局 続きまして、総合教育会議について説明します。 

 

○事務局 資料１に沿って説明 

 

○事務局 何か質問はありませんか。 

     

なし 

 

○事務局 続きまして、会議の運営に関し必要な事項を定めること。「吉富町総合教

育会議設置要綱（案）」についてご審議、ご議決お願いします。説明します。 



 

○事務局 先ほど説明しましたように、資料１の４ページ法の抜粋の（法第１条の４）

第９項において、前各項、法律で定める８項に定めるもののほか総合教育会議の運営

に関し必要な事項は、総合教育会議が定めるとしていますので、「吉富町総合教育会

議設置要綱」を審議いただいて、ご議決いただければと思います。 

 別紙「吉富町総合教育会議設置要綱（案）」を説明 

 

○事務局 ご質問、ご意見をお願いします。 

 

○守口薫委員長 確認ですが、この要綱は会議のみんなの合意事項と言うことで決め

ていくということですか。 

 

○事務局 そうです。法律で運営に関しては教育会議が定めるとなっていますので、

この会議の運営に関し、基本的事項として本日提案させていただいて、合意されれば

要綱に従って進めていくことになります。 

 

○守口薫委員長 もう１点、（要綱）第７条において、会議録は公開ということで吉

富町ホームページにて公開ということで、本日の会議から公開されることになるので

すか。 

 

○事務局 公表につきましては、法に会議録の公表に努めるとなっていますので、公

表をするという前提でこの要綱を作っていますが、この要綱で公表について、みなさ

んの協議の中でご同意がいただければ、本日の会議の分から議事録を作成した後に、

本日出席していただいている講成員の方々に内容を確認していただいて確認ができ

次第、１回目からの議事録としてホームページで掲載することとなります。同意いた

だければですね。 

 

壽一郎町長 今日ここで同意すれば、今日の会議の分から議事録を作成し、公

表するということです。 

 

○守口薫委員長 吉富町のホームページはずらっとしたものしかないじゃないです

か。検索しても。その中に項目が一つ増えるということですか。そのずらっとした中

にですね。 

 

○事務局 そうですね。現在、農業委員会が公表してるんですが、イメージとしては、

新着記事の中に「総合教育会議」を設置しましたとして、その中に、議事録を公表し



ます。そして、その中に１回目、２回目と並べて、２７年度分として公表できればと

考えています。 

 

壽一郎町長 議会の議事録ももうすぐ載るようになります。 

 

○事務局 ほかによろしいでしょうか。設置要綱については、これで可決ということ

でよろしいでしょうか。 

 

○構成員 はい。 

 

○事務局 それでは、これで可決ということで。案をとっていただいてこれで要綱と

します。それでは、今議決いただきました要綱第４条第１項の規定に基づきまして、

 

 

 それでは、４番の協議・調整事項に入ります。まず、（１）吉富町の教

育について、平成２７年度吉富町の教育施策の概要について協議に入ります。まず、

事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 資料２を説明。本年度の吉富町の教育施策ということで抜粋をつけていま

す。この施策は教育委員会で作成し、施策を推進するため、平成２７年度予算の編成

がされております。今回は、再認識ということで資料の添付と説明をさせていただき

ました。 

 

○  平成２７年度吉富町教育施策は委員の皆さんは十分ご承知と思

いますが、あらためて何かご意見等はありませんでしょうか。ないようでしたら、平

成２７年度はこの教育施策を実施するということでよろしいでしょうか。では、続き

まして、（２）教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱について 

 

○事務局 特に今回資料は配布しておりません。総合的な施策の大綱ということで大

綱の策定が法律の中で義務付けられてはいるんですけど、平成２７年度というところ

でみると、教育委員会では、先ほどの教育施策がありまして、町で言うと総合計画の

前期計画が終了しまして、４年間の中期計画の策定をするように進められています。

策定する中で、教育の部分につきましては、教育委員会にも照会や意見聴取やヒヤリ

ングもあり、中期計画が策定されますので、その中で、町の方針との兼ね合い、総合

計画での方針も見ながら、その総合計画を町の大綱として位置づけるのか、改めて町

の大綱を別に策定するのか、総合計画の中期計画(案)がでればまた、この会議でもお



示ししまして、その案を見ながらどういう形で大綱を策定するのか協議していただけ

ればと思っていますので、本日は大綱の雛形、具体的な案はお示しはしておりません。

中期計画との整合性もとらなければいけませんので、そちらの案ができてからと事務

局は考えております。 

 

 総合計画は１２年計画で、その中期４年間の計画を現在策定中で

す。中期計画の教育分野については、先ほどの教育委員会が策定した吉富町の教育施

策との整合性をとれるものを作っていくというふうになろうかと思います。バランス

よく、お互いが協調関係にあるような形で策定がされるようになると思いますので、

それをみながら、協議をしながらやっていきたいと、そういう形で進めていきたいと

思いますが、それでよろしいでしょうか。 

 

○守口薫委員長 協議事項ということで自由に発言をさせていただきますが、何年か

教育委員長をさせていただいておりますが、１つ常々、吉富町のことを考えた時に、

吉富町の人口等増えていくというようなことを施策として、吉富町に住んでよかった

吉富町に住めば子どもたちは、いい教育が受けられる、そして、子どもたちをすくす

く育てられるというような環境だというようなこと、中津市、北九州市のﾍﾞｯﾄﾞﾀｳﾝと

いうことで、真剣に教育によって町に対する誘致ができないものかと常々思っていま

す。ある都市ですが、小中学校で、全国的に有名になりまして、地方からその都市に

出張できたり、引っ越してくるんですよ。というのが、その校区には不動産が付いて

くるんですよ。その校区に是非はいりたい、住みたいといいます。そういうことが、

吉富町でできないのか。今、町は英語の取組もされていますが、もっと特色ある教育

が小中学校で展開できないものか、真剣に考えるべきではないか。言葉だけで、「人

が輝く町づくり」とか言っても、具体的な施策として、こういう機会ができればと思

っています。是非、その実現を、近郊の豊後高田市、武雄市とか、やる気になれば、

そういうい意味では、吉富町はミニの町、小回りがきく町ですから、反面、学校が一

校ですから難しい面もありますが、なにか出来ないかといつも思っていました。 

 

○  教育は、町の特色、その町で教育を受けたい、子どもを育てたい

という教育環境を整えられることが一番すばらしいことかなと考えます。本町は１町

１行政、小中１校、これを生かして何とかできなかと、それを生かして特色ある教育、

行政がやっていけたらと私も考えて行きたいと思います。教育委員会のみなさんのご

意見もいただいて、特色ある教育行政をやっていけたら、みなさんが吉富町はいいな

となるのではと思います。やはり、子をもつ親御さんとして一番関心があるのは教育、

そういう若い世代の期待にこたえられる様な学校教育、社会教育、行政のしくみを改

めてやらなければと感じています。 



 

○守口薫委員長 長期的な視点の教育づくり、体制づくりが大切だと思います。 

 

 いいアイデアがあればお願いします。ほかにございませんか。教

育は本当に難しいと思います。人が人を教える、人が人をつくる一番難しいことだと

思うんですが。子どもたちにとって出会いがあると人生が大きく変わる。将来進学に

ついても、県の教育委員会、小川知事とも話したことがありますが、吉富町は、進学

について恵まれているとは言いがたい。それは、小中は地元で過ごし、高校生になる

とまず、福岡県の公立高校、大分県の公立高校があり、他の地区にない部分としては

大分県があるということで、大分は全県一校区、福岡県は校区が分かれていて、受験

が限られている。知事と話したときに、子ども達にもっと選択肢をもったほうがたく

ましい子どもになるのではと言う話もしましたが、なかなかそうはならない。子ども

たちが早い時期から外に外に目を向けていけるようなしくみをわれわれも考えなけ

ればないのかなと。そういう意味では、もっと県の教育行政への要望活動も取り入れ

ていかなければいけないのかと思っています。大分県は全県１区でいい結果がでてい

るような気がします。 

 

○寺岡好信委員 中期の総合計画を策定するときにそのへんの話というのは、町全体

でどんな取組をされているのかと思います。不動産業をしているので、土地の需要で

あるとか、吉富町に土地を求めてこちらに来たいと言う時に、町の今の定住化促進の

取組なり説明するが、教育もしかり、環境もしかり、行政の方針もしかり、そういう

ことを総合的に希望される方の中で判断材料になり吉富町に来るわけですが、だいた

い町民１人あたり約１６万円の交付税が入ってきますので、少しでも住みやすい環境

を作っていくというのが、総合計画の中で議論されて策定していくでしょうから、そ

のときに教育も含めて議論していっていただきたいと思います。 

 

 総合計画を策定するときは、各部署の協議を行いますので、今日

のこの会議のみなさんの意見をいれていただいて。 

 

○寺岡好信委員 素案は所管部局があると思うのでそこがつくるのでしょうが、教育

の部局、税の部局いろいろな部局を入れて作ってもらい。 

 

 その辺の努力をさせていただいきたい。 

 

○瀬戸口由美子委員 皆さんの意見とダブルかもしれませんが、いろいろな施策の計

画をいただきますが、言葉はすごくいいんですよ、それがどういう形でなっているの



かというとそうたいしたことはないんですよ。そこギャップがすごく大きいかなと思

います。みなさんが幼稚園は吉富のと言うけど、豊前のほうに家を建てて、そちらに

いくんですよ。ここに住みたい、ここに自分のふるさとにしたいという人が少ない。

家は増えているが、人口は全然増えていない。吉富町の人が分家をして家を建ててる

だけで、よそから入ってくる人がいない。家を建てている人も、親の土地を貰ってそ

こに家を建ててと、吉富町に愛情があるからではなく、経済的な理由だと思います。

地域の方が言うには、今の学校の生徒に声をかけられない。と。声をかけると、知ら

ない人から声をかけられたというらしいんですよ。知らない人に声をかけられても返

事をしてはいけないと言う教えがあるわけですよ。地域の人を知らないんですよ。知

らない人に声をかけられたとなる。それは、地域の方とのつながりができてないのか

なと思います。 

 

 安全対策の面からそういうことってあるのかもしれません。 

 

○瀬戸口由美子委員 日常から接していたら知らないおじちゃん、おばちゃんではな

くなる。Ｉターンはよほど町に魅力がないと難しいですし、Ｕターンはここで育った

子ども達がここに帰ってきたいという気持ちになることが多ければあるのでは。教育

が言葉だけ、いい言葉を使って。 

 

 計画書を作る上では、それなりの行政用語などを使います。実際

するとき、親しみやすい、わかりやすい言葉で、その辺がマッチしていないというか。

教育で、生活習慣、学校教育の面でちょっと力の入れ方がちがうと思うんですが、地

域での教育、学校での教育あるいは一般社会での教育、その辺を考えなければいけな

いのかとお話を聞きながら思いました。そのへんは、担当部局、あるいはこの教育会

議で話していく機会を作っていきたいと思います。 

 

○園田陽一教育長 私は、今年度の教育施策を、具体的事業を書いていますがそれを

きちっと執行していきたいと思います。特に今課題になっています学力を小学校にお

いては伸ばすよういろいろな手立てを考えていくことが、今後の特色ある学校づくり

に繋がっていくことになると思いますので、考えていこうと思います。 

 

 それでは、今日ご意見いただいたことを参考しながら教育大綱を

定めていきたいと思いますので、みなさんのご協力をお願いします。 

 

○事務局 その他につきましては、事務局は用意しておりませんが、みなさんありま

せんか。よろしいでしょうか。 



 

 初めての総合教育会議ということで、私自身も手探りでやってい

かなければわからないこともありますので、また、教育委員さんも教育委員会は普段

やられていますが、その雰囲気と、少し違うかわかりまんが、普段と変わらない思い

でいろいろとお話いただければと思いますし、我々にとりましてもっとも町づくりに

重要なことだと思いますので、何でもざっくばらんに言っていただければと思います。

議事録の公開も公開することによって町民のみなさんに周知していただくことが一

番の基本だろうと思いますので、みなさま方も積極的に、町民のみなさんに役場は何

やっているんだろうかとか教育委員会は何をやっているだろうかとかお知らせする

こと、それがまた一つの教育の場であろうと思いますので、今後ともご協力をお願い

いたします。本日はありがとうございました。 

 

○事務局 それでは以上で、吉富町総合教育会議を終ります。 

 

 


